
 

令 和 ８ 年 ４ 月 1 5日 

海 上 保 安 庁 

 

ゴールデンウィークにおけるマリンレジャーの事故防止について 

 

 

 

 

 

 

１ プレジャーボート及びマリンレジャーにおける事故の傾向 

 過去３年（令和５年１月から令和７年12月）の傾向として、春季からプレジャ

ーボート事故や釣り等のマリンレジャーに伴う海浜事故が増加し、さらにその

数は３月から５月にかけて約２倍に増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例年、ゴールデンウィークにかけてマリンレジャー活動が活発となり、プ

レジャーボートのエンジントラブルや釣り中における海中転落などの事故も

増加する傾向にあります。 

このため、海上保安庁では地域の事情やアクティビティの特徴に応じた、

より効果的な啓発活動を推進してまいります。 
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推進機関を有するプレジャーボート事故・月別発生状況（令和５年～令和７年） 
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４～５月における推進機関を有する 

プレジャーボート事故種類別割合 

（令和５年～令和７年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事故への対策 

（１）船舶事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去３年間（令和５年１月から令和７年12月）における推進機関を有する

プレジャーボートの船舶事故は、例年、春季から増加する傾向にあり、事故

種類別では「機関故障」が最も多く、次いで「乗揚」となっています。 

特に「機関故障」については、発航前検査だけでは防止できない故障が多
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マリンレジャーに伴う海浜事故・月別発生状況（令和５年～令和７年） 
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４～５月におけるマリンレジャーに伴う 

海浜事故の活動別割合 

（令和５年～令和７年） 

く発生しており、その故障の８割は『整備事業者等による定期的な点検整備

』により防止できる可能性があることが調査によって判明しています。 

 

≪機関故障・乗揚への対策≫ 

➢ 整備事業者等による定期的な点検整備を受ける 

➢ 整備来歴簿等の整備記録を適切に管理する 

➢ 船舶職員及び小型船舶操縦者法（船舶職員法）に定める発航前検査を実施

する 

➢ 海上交通ルールを遵守する 

➢ 出航前にウォーターセーフティガイド（モーターボート編 / 水上オート

バイ編 / ミニボート編）に掲載している安全情報を確認する 

 

 ※発航前検査とは 

✓  燃料及び潤滑油の量の点検 

✓  船体、機関及び救命設備その他の設備の点検 

✓  気象情報、水路情報その他の情報の収集 など 

 

（２）マリンレジャーに伴う海浜事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   過去３年間（令和５年１月から令和７年12月）において、春季におけるマ

リンレジャーに伴う海浜事故として最も多いのが「釣り中」であり、次いで

「遊泳中」となっています。 



特に「釣り中」については、秋季に次いで、春季が多い傾向にあり、事故

内容別では『海中転落』が全体の８割以上を占めています。また、釣り中の

死者・行方不明者のうち、『単独行動』が７割以上を占めています。 

 

≪釣り中の事故への対策≫ 

➢ 最低限必要な装備（ライフジャケット、釣り場に応じた履物、通信装備  

（防水ケース入り携帯電話など））を装着する 

➢ 単独行動を控え、複数人で行動する 

➢ 危険な場所（立入禁止区域など）での釣りはしない 

➢ 事前にウォーターセーフティガイド（釣り編）に掲載している安全情報を

確認する 

 

≪遊泳中の事故への対策≫ 

➢ ライフジャケットを正しく着用する 

➢ 監視員やライフセーバーがいる海水浴場で泳ぐ 

➢ 飲酒したら泳がない 

➢ 保護者は常に子どもから離れない 

➢ 事前にウォーターセーフティガイド（遊泳編）に掲載している安全情報を

確認する 

 

３ 安全情報の提供 

（１）ウォーターセーフティガイド 

総合安全情報サイト「ウォーターセーフティガイド」では、モーターボー

トや釣りなどの８つのマリンレジャーについて、事故防止に必要な安全情報

を分かりやすく掲載しています。（平成30年４月から運用開始） 

また、令和８年３月には外国人による事故が多い「遊泳」及び「スノーケ

リング」について英語版を公開しました。 

   海に出かける際は、「ウォーターセーフティガイド」をご活用ください。 

 

 

 

 

≪ 英語版 ≫ ≪ 日本語版 ≫ 



（２）海の安全情報 

船舶運航者やマリンレジャー愛好者等に対して、ミサイル発射等の緊急

情報、海上工事等に関する海上安全情報、気象庁が発表する気象警報・注意

報、全国各地の灯台等で観測した気象現況等を「海の安全情報」として提供

しています。また、希望する利用者に対し、気象警報・注意報等を電子メー

ルで配信する緊急情報配信サービスを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


